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『
守
ろ
う
よ未

来
を
見
つ
め
る

小
さ
な
ひ
と
み
』

　

家
庭
児
童
相
談
室
で
は
、
家
族

の
方
々
に
限
ら
ず
、
ど
な
た
か
ら

の
相
談
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。

　

相
談
で
知
り
得
た
個
人
の
情
報

や
秘
密
は
固
く
守
る
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
人

で
悩
ま
ず
、
家
族
だ
け
で
悩
ま
ず
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
受
付
の
内
容

①
性
格
や
生
活
習
慣
に
関
す
る
こ

と
②
知
的
能
力
、
言
語
能
力
の
発
達

や
発
育
不
良
に
関
す
る
こ
と

③
不
登
校
、
い
じ
め
、
長
期
欠
席

等
学
校
生
活
に
関
す
る
こ
と

④
非
行
に
関
す
る
こ
と

⑤
親
子
関
係
、
虐
待
、
家
庭
内
暴

力
等
家
族
の
人
間
関
係
に
関
す

る
こ
と

⑥
養
育
に
か
か
る
経
済
的
不
安
、

養
育
の
態
度
や
姿
勢
、
地
域
の

環
境
等
に
関
す
る
こ
と

⑦
知
的
障
が
い
、
肢
体
不
自
由
等

心
身
の
機
能
に
障
が
い
を
も
つ

児
童
の
養
育
に
関
す
る
こ
と

⑧
そ
の
他
相
談
し
た
い
こ
と

相
談
の
方
法

▽
電
話
に
よ
る
相
談

　

３
名
の
家
庭
児
童
相
談
員
が
対

応
し
て
い
ま
す
。

▽
来
所
に
よ
る
相
談

　

相
談
室
や
相
談
コ
ー
ナ
ー
が
用

意
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
訪
問
に
よ
る
相
談

　

家
庭
児
童
相
談
員
が
、
家
庭
や

学
校
等
を
訪
問
し
て
相
談
に
応
じ

ま
す
。

※
民
生
・
児
童
委
員
、
学
校
、
幼

稚
園
、
保
育
所
等
を
通
し
て
の

相
談
も
可
能
で
す
。

※
必
要
に
応
じ
関
係
機
関
と
も
連

携
を
図
り
、
よ
り
よ
い
問
題
解

決
に
向
け
て
対
処
し
ま
す
。

相
談
窓
口

　

家
庭
児
童
相
談
室（
本
庁
１
階

子
育
て
支
援
課
内
）

児
童
相
談
の
対
象
年
齢

　

家
庭
児
童
相
談
室
へ
の
相
談
は
、

原
則
と
し
て
18
歳
ま
で
の
児
童
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

早
期
発
見
、
早
期
対
応
な
ど
地

域
ぐ
る
み
で
虐
待
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

家
庭
児
童
相
談
室

　

☎（
22
）０
７
８
３

　
「
お
も
い
や
り
駐
車
場
」は
、
公

共
施
設
を
は
じ
め
ス
ー
パ
ー
や
病

院
な
ど
の
協
力
を
得
て
設
置
し
て

い
る
も
の
で
、
障
が
い
者
や
高
齢

者
、
妊
産
婦
な
ど
歩
行
が
困
難
な

方
々
の
た
め
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
で

す
。
本
当
に
必
要
な
方
が
お
も
い

や
り
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

必
要
と
し
な
い

方
は
一
般
の
駐

車
場
を
利
用
さ

れ
ま
す
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
は
近

隣
の
県
で
も
使
え
ま
す

　

お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
は
、

隣
県
の
山
形
・
栃
木
・
群
馬
の
協

力
施
設
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
利

用
す
る
際
は
、
県
内
で
利
用
す
る

時
と
同
様
に
、
必
ず
利
用
証
を
車

内
に
掲
示
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

引
き
続
き
利
用
証
の
申
請
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す

対
象
者

　

身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い

者
、
精
神
障
が
い
者
、
高
齢
者（
要

支
援
１
以
上
）、
難
病
患
者
、
妊

産
婦
、
け
が
人
で
、
県
が
定
め
る

交
付
基
準
に
該
当
す
る
方（
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

確
認
書
類

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
介

護
保
険
被
保
険
者
証
、
特
定
疾
患

医
療
受
給
者
証
、
小
児
慢
性
特
定

疾
患
治
療
研
究
事
業
認
定
証
、
母

子
健
康
手
帳
、
診
断
書（
け
が
の

場
合
）

申
請
窓
口

▽
福
島
県（
県
庁
保
健
福
祉
部
高

齢
福
祉
課
、
県
北
保
健
福
祉
事

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

福
祉
の
窓

〜
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
ご
案
内
〜

務
所
保
健
福
祉
課
）

▽
二
本
松
市（
福
祉
課
、
高
齢
福

祉
課
、
健
康
増
進
課
、
各
支
所

市
民
福
祉
課
、
各
住
民
セ
ン

タ
ー
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

県
庁
保
健
福
祉
部
高
齢
福
祉
課

　

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
９
７

　
県
北
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
課

　

☎
０
２
４（
５
３
４
）４
１
５
６

 　

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談
会
が

次
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

開
催
日　

11
月
13
日（
金
）

受
付
時
間　

午
後
１
時
〜
３
時

会　
　

場　

県
障
が
い
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー（
県
庁
東
分
庁
舎
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　

無
料

申
込
期
限　

開
催
日
の
７
日
前

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

☎（
55
）５
１
１
３

　

ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課

「
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
制

度
」マ
ナ
ー
を
守
っ
て
ご
利
用

く
だ
さ
い

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会


